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中 小 企 業 で も 被 害 が 急 増 中 ！ 

「 ラ ン サ ム ウ ェ ア 」 対 策 を 

講 じ て お き ま し ょ う ！ 
 

◆増える「ランサムウェア」被害 

身代金要求型のコンピュータウイルス「ランサム

ウェア」の被害が深刻化しています。警察庁によると、

昨年１年間の被害相談は 33 都道府県で 146 件に上

り、統計を取り始めた一昨年（４月～12 月）の 23 件

から急増しました。 

ランサムウェアは、システムに侵入して、データを暗

号化する、閲覧・編集権限を剥奪するなどによりデータ

を使用不能にし、その復旧の見返りとして身代金を要

求するウイルスです。身代金の支払いに応じなければ

データを公開するとの脅迫がなされることもあります。 

◆中小企業こそ「ランサムウェア」対策が必要 

「ランサムウェアの対象は大手企業」と思われがち

ですが、中小企業ほど警戒すべきといえます。今や業務

でパソコンやインターネットを利用するのは当たり前

のことですが、セキュリティが堅牢な大企業に比べ、中

小企業ではまだまだセキュリティ意識が低いことが多

く、またセキュリティ強化のための予算や人材を確保

しづらいといった理由から、ランサムウェアが侵入し

やすい状況となっているためです。実際、警察庁の前記

統計では、79 件の中小企業が被害に遭っていました。

“我がこと”として対策を講じておかなければなりま

せん。 

◆必要な「ランサムウェア」対策 

対策として最も有効なのは、セキュリティソフトを

導入することです。ただし、セキュリティソフトは未知

のものには機能しませんので、定期的にアップデート

を行いましょう。また、ライセンスの期限にも注意が必

要です。 

ランサムウェアではデータが暗号化等されることに

より、業務に必要なデータが使用できなくなって業務

に支障が生じることも考えられます。万が一の事態に

備えて、重要なデータは常にバックアップを取ってお

くことも大切です。 

 

 
※今月の「税務と労務の手続 提出期限」はお休みです。 

 

事 業 復 活 支 援 金 の 

申 請 受 付 ス タ ー ト 

◆事業復活支援金とは？ 

 新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受け

る中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人

事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給され

るものです。申請期間は５月 31 日までとされ、給付

上限額は、中小企業で最大 250 万円、個人事業者で最

大 50 万円です。 

 以下の①②を満たす事業者が、業種や所在地を問わ

ず給付対象となり得ます。 

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

② 2021 年 11 月～2022 年３月のいずれかの月の

売上高が、2018 年 11 月～2021 年３月までの

間の任意の同じ月の売上高と比較して 50％以上

または 30％以上 50％未満減少した事業者 

◆給付対象外の例 

 「①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業

者」ではないと判断される例として、以下のものが挙げ

られています。 

・実際に事業収入が減少したわけではないにもかかわ

らず、通常事業収入を得られない時期（事業活動に季

節性があるケース（例：夏場の海水浴場）における繁

忙期や農産物の出荷時期以外など）を対象月とする

ことにより、算定上の売上が減少している場合 

・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整によ

り売上が減少している場合 等 

 そのほか、持続化給付金等で不正受給を行った者、公

共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義

務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外。 

◆申請方法 

 登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金

事務局が設置する申請用のＷＥＢページから申請でき

ます。なお、一時支援金または月次支援金の既受給者

は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありま

せん。また、オンラインでの申請が困難な方向けに、申

請のサポートを行う会場が全国に設置されています。 

【経済産業省「中小法人・個人事業者のための事業復活支

援 金 」 】 https://www.meti.go.jp/covid-

19/jigyo_fukkatsu/ 
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 2011 年 3 月 11 日。東日本大震災から 11 年経ちますが、今なお多くの傷跡

を残しています。改めて避難所や災害用伝言ダイヤルの使い方、防災グッズなど

防災対策を見直してみてはいかがでしょうか。 

当社ＨＰでは新聞掲載コ

ラム（バックナンバー）

や各種セミナーのご案内

を随時発信しています。 

 


